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川越市農業振興計画改訂版（原案） 

 

第１ 計画策定の趣旨等 

 

１ 策定の趣旨 

 

本市では、将来に渡って本市の農業を継続し、農地を残していくことを目的

として、平成 31年 3月に「川越市農業振興計画」を策定しました。 

この計画は、「儲かる農業の推進」、「小さな農業へのアプローチ」、「農のある

生活の充実」を施策の柱とし、6 つの方針、16 の施策からなるもので、計画期

間は、令和 9年度までの 9年間としています。 

 

２ 改訂の趣旨 

 

平成 31 年に策定された「川越市農業振興計画」は、計画期間内において「4

年を目途に、必要に応じて計画の見直しを図る」こととしています。 

計画策定以降、食料自給率の低迷、毎年のように起こる自然災害による農業

への被害、令和 2 年から続く新型コロナウイルス感染症による社会・経済活動

への影響、令和 4 年のウクライナ情勢等を背景としたエネルギー・肥料価格の

高騰などがあり、安定的に農業経営を維持するには厳しい状況となっています。 

一方、平成 27 年の国連サミットにおける「持続可能な開発目標（SDGs）」の

採択以降、SDGs に対する取組が国内外に広がり、人々の意識や行動を変えつつ

あります。 

また、国では、令和 2 年 3 月に策定した「食料・農業・農村基本計画」に基

づき、産業政策と地域政策を両輪として推進することにより、令和 3 年時点で

38%と低迷している食料自給率（供給熱量ベース）を、令和 12年度に 45%に高め

ることを目標としています。また、持続可能な食料システムの構築に向け、令

和 3年 5月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、令和 32年までに目指す

姿として、化学農薬使用量（リスク換算）の 50%低減や、耕地面積に占める有機

農業の取組面積の 25%拡大などの数値目標を掲げています。 

これらを踏まえた見直しを行うとともに、令和 3 年度を始期として策定され

た「第四次川越市総合計画（後期基本計画）」や、国・県の農業施策との整合を

図り、本市の立地や農業者、消費者のニーズに合った各種農業振興施策を総合

的、計画的に進めていく必要があり、川越市農業振興計画を改訂するものです。  

資料１ 
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３ 計画の位置付け 

 

本計画は、国の「食料・農業・農村基本計画」や埼玉県の「埼玉県農林水産

業振興基本計画」、本市の「第四次川越市総合計画（後期基本計画）」を上位計

画として位置付けるとともに、「川越市都市計画マスタープラン」、「第三次川越

市環境基本計画」、「川越市産業振興ビジョン」、「第二次川越市観光振興計画改

訂版」等と連携する個別計画に位置付けます。 

 また、「都市農業振興基本法」に規定する「都市農業の振興に関する計画（地

方計画）」に、本計画を位置付けます。 

 なお、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 

Development Goals）」では、目標 2「飢餓をゼロに」、目標 8「働きがいも経済

成長も」、目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」、目標 11「住み続けられ

るまちづくりを」、目標 12「つくる責任つかう責任」などと関連しています。 

 

４ 計画の名称 

 

計画の名称は「川越市農業振興計画 改訂版」とします。 

 

５ 計画期間 

○計画期間：改訂版 5年間 （元号、西暦） 

  
31 元 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

川越市農業振興計画 
 （改訂版 5 年間） 

川越市農業振興計画（9 年間） 

 

 

 

※都市農業振興基本法 
都市農業の安定的な継続と、都市農業の有する多様な機能の十分な発揮を図るため、平

成27年に施行されました。同法に基づき国が策定した「都市農業振興基本計画」では、従
来、「宅地化すべきもの」とされていた都市農地の位置付けが、都市に「あるべきもの」
へと転換されました。また、同法では、地方公共団体に対し、国の基本計画を基本として

「都市農業の振興に関する計画（地方計画）」を策定するよう求めています。 
 
※都市農業 
「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」であり、「都市農業振興基本計画」

において地方公共団体が「地域の実情に応じて設定することが適当」とされています。 
本計画においては、本市全体が東京圏に位置していることなどから、本市で行われる農

業全体を「都市農業」としています。  
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第２ 農業をめぐる状況 

 

１ 全国的な農業をめぐる状況 

 

⑴ 人口減少・少子高齢化 

総務省統計局の「人口推計」令和 4 年 3 月時点確定値によると日本の総人口

は 125,103千人で、減少を続けています。 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」

によると、令和 32年には平成 27年を基準として総人口は約 80%、生産年齢人口

は約 68%になる見込みです。農林水産政策研究所の「我が国の食料消費の将来推

計（令和元年版）」では、人口減少等の影響もあり、日本の食料消費は平成 29

年を基準年として令和32年には66%～77%まで縮小することが想定されています。

また、農林水産業従事者は右肩下がりで、総務省統計局の「労働力調査」によ

ると、令和 3 年の平均農林水産業従事者は 203 万人であり、独立行政法人労働

政策研究・研修機構の「労働力需給の推計－労働力需給モデル（平成 30年度版）

による将来推計－」によると、令和 22年には 135万人まで減少すると予想され

ています。 

更に、ライフスタイルの変化があり、総務省統計局「国勢調査」及び「平成

30 年男女共同参画白書」によると単身世帯や共働き世帯が増加しており、食の

外部化・簡便化の傾向が見られます。 

 

⑵ 食料自給率と食料安全保障 

我が国の食料自給率は、供給熱量ベースでは 38%（令和 3年度）となっていま

す。国では、令和 2 年 3月に策定した「食料・農業・農村基本計画」において、

令和 12年度に供給熱量ベースで 45%とすることを目標に掲げています。  

 一方、世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う畜産物の需要増加等

が進む一方、気候変動や、家畜の伝染性疾病・植物病害虫の発生等が食料生産

に影響を及ぼす可能性があり、中長期的にはひっ迫が懸念されます。 

 また、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢等により、世界的に食料

供給に対する懸念も生じているなど、食料自給率の向上や食料安全保障の強化

への関心が高まっています。 

 

⑶ SDGsなど農業をめぐる新たな動き 

 平成27年の国連サミットにおける「持続可能な開発目標（SDGs）」の採択以降、

SDGsへの関心は世界的に高まっており、それとともに、SDGsに対する国内の取

組も官民ともに広がっています。また、ESG投資（環境（Environment）、社会
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（Social）、ガバナンス（Governance）を重視した投資）の世界的な拡大により、

企業が環境等への取組を主要な経営戦略の一つとする動きが加速しています。

さらに、消費においても、人や社会、環境に配慮した消費行動である倫理的消

費（エシカル消費）が現れています。 

農業分野においても、経済・社会・環境の諸課題に総合的に取り組み、環境

に配慮した生産活動を積極的に推進していくことが求められています。 

 

⑷ みどりの食料システム戦略 

 国では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで

実現させるため、令和3年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定していま

す。戦略では、令和32年までに目指す姿として、農林水産業のCO₂ゼロエミッショ

ン化の実現、化学農薬使用量（リスク換算）の50%低減、化学肥料使用量の30%

低減、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%に拡大等、数値目標を

掲げました。 

 また、令和4年7月には、農林漁業及び食品産業の持続的な発展等を図るため、

「環境と調和した食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等

に関する法律」が施行されています。 

 

⑸ スマート農業・農業のDX（デジタルトランスフォーメーション） 

担い手の減少、高齢化の進行等による労働力不足などの課題解決策として、

ロボット技術やAI，IoTなど、農業技術に先端技術を駆使した「スマート農業」

が全国展開され、令和元年度から全国182地区で「スマート農業実証プロジェク

ト」が行われています。 

 また、令和3年3月には、デジタル技術を活用して効率の高い営農を実現しつ

つ、消費者ニーズをデータで捉え、消費者が価値を実感できる形で農産物、食

品を提供していく農業への変革の実現に向けた「農業DX構想」が農林水産省か

ら公表されています。構想では、生産現場や流通など農業・食関連産業の「現

場」だけではなく、農林水産省の「行政実務」や現場と農林水産省をつなぐ「基

盤」の整備分野においても農業DXを進めていくとされています。また、その一

環として、令和4年3月より「農林水産省共通申請サービス（eMAFF）」が導入さ

れ、行政手続きのオンライン化が進められています。 

 

⑹ 気候変動による生産環境の変化 

 気候変動は、農業分野において作物の生育や栽培適地の変化、病害虫・雑草

の発生量や分布域の拡大、家畜の成長と繁殖、食料の供給、農業従事者の収入

や生産方法に影響を及ぼします。また、近年、気象災害は激甚化・頻発化し、
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台風や大雪等によって施設の倒壊等があり、農業経営に大きな影響を与えてい

ます。 

「令和 3年度 食料・農業・農村白書」によると近年は、気温の上昇による栽培

地域の拡大を活用して、品種の転換や新しい作物の導入が進められているとと

もに、水稲における白未熟粒や、りんご、ぶどう、トマトの着色・着果不良等、

各品目で生育障害や品質低下等の影響が現れていることから、これらの影響を

回避・軽減するための品種や技術の開発、普及も進められています。 

 

⑺ 生産緑地制度 

平成 29年の生産緑地法改正により、生産緑地地区の下限面積が、これまでの

一律 500 ㎡から、市町村が条例により 300 ㎡まで引き下げられるなど、指定の

要件が緩和されました。また、市町村長の認定を受けた農業者に対し生産緑地

地区を貸しやすくする「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が、平成 30年

6月に制定されています。 

 生産緑地地区については、その多くが 2022 年から指定後 30 年を迎え、市へ

の買取申出ができるようになることから、農地の減少が懸念されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※生産緑地 
三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等について、公害または災害の防止や、農業

と調和した都市環境の保全等のため指定するものです。 
生産緑地は、当初指定から30年を経過する前に「特定生産緑地」に指定されると、買取

申出ができる始期が10年延長され、その間、固定資産税や相続税等について、現在の生産
緑地と同様の税優遇が受けられることになります。  

関連する写真、図表等を挿入 



 

6 

 

２ 川越市の農業をめぐる状況 

 

本市では市街化調整区域を中心に、水稲、野菜、畜産、花き等の農畜産物が

生産され、埼玉県南西部の立地を生かし、鮮度が求められるほうれん草、かぶ、

枝豆等の農産物や市場において高く評価されている里芋等の農産物を中心に都

内に供給されています。また、地産地消の観点から農産物直売所やスーパーマー

ケットの地場産コーナー、庭先販売所等を通じての川越産農産物の供給も行わ

れています。 

 

⑴ 農産物の販売状況 ～減少した農業産出額～ 

 本市の農業産出額は、平成 29 年の 116.1 億円（埼玉県内第 2 位）から令和 2

年には 70.2億円（埼玉県内第 7位）と大きく減少しています。農業産出額の主

な内訳は野菜が 46.7 億円、米が 16.4 億円、花きが 3.5 億円、いも類が 1.8 億

円、畜産が 6千万円です。 

 本市農業者の出荷先は「農協」が一番多く、次いで「消費者に直売」、「小売

業者」となっています。また、近年伸び悩んでいた市内直売所 3 カ所の合計販

売額が令和 2、3年で増加傾向に転じています。 

 

○令和 2年埼玉県内農業産出額 単位：千万円 

（令和 2年農林水産省市町村別農業産出額（推計） 

順位 自治体名 
産出額 

合計 
米 麦類 いも類 野菜 果実 花き 畜産 

1 深谷市 3,090 89 8 10 1,987 8 167 794 

2 羽生市 1,110 170 1 1 17 1 x 75 

3 本庄市 1,097 52 8 2 588 2 x 437 

4 さいたま市 1,048 141 0 34 758 14 51 18 

5 加須市 853 494 7 4 180 13 x 135 

6 熊谷市 768 199 31 8 438 17 x 63 

7 川越市 702 164 0 18 467 8 35 6 

8 所沢市 586 0 0 51 464 12 6 14 

9 上里町 474 39 4 1 335 11 x 79 

10 鴻巣市 429 203 5 7 57 13 x 18 

※「x」… 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表し

ないもの。 

※「市町村別農業産出額」…生産農業所得統計（都道府県別推計）において推計した都
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道府県別農業産出額を農林業センサス及び作物統計を用いて市町村別に按分して作

成した統計 

 

○農産物の売上 1位の出荷先 単位：経営体（令和 2年農林業センサス） 

農産物の販

売があった

経営体 

農協 
農協以外の

集出荷団体 
卸売市場 小売業者 

食品製造業 

外食産業 

消費者に 

直接販売 
その他 

1,042 558 47 108 121 5 167 36 

 

○農産物直売所販売額 単位：億円（農政課調べ） 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

6.9  6.8  7.8  7.8  

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑵ 農地の状況 ～減少が続く経営耕地～ 

 本市の経営耕地は長期的に減少が続いており、令和 2 年は 1,976ha と平成 27

年から大幅に面積が減少しています。1経営体当たりの経営耕地面積は年々増加

しているものの、その面積は埼玉県内平均を下回っています。 

 なお、令和 4 年 3 月 31 日現在、農業振興地域内の農地が 3,431ha、農用地区

域の農地が 2,372haとなっています。 

 

○経営耕地面積推移 単位：ha（農林業センサス） 

 昭和50年 昭和60年 平成7年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

田 2,739 2,474 2,199 1,681 1,674 1,520 1,186 

畑 1,529 1,330 1,287 918 974 892 760 

樹園地 468 263 120 55 45 38 30 

合計 4,736 4,067 3,606 2,654 2,693 2,449 1,976 

 

○1経営体当たりの経営耕地面積 単位：a（農林業センサス） 

 平成 17年 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

川越市 105 116 125 159 

埼玉県平均 110 126 144 183 

 

○川越農業振興地域整備計画の概要 

地域指定 昭和 47年 12月 19日 

当初認定 昭和 49年 03月 30日 

農業振興地域・農用地等の概要（令和 4年 3月現在） 単位：ha（農政課調べ） 

区 分 

 農 地  
農
業
用 

施
設
用
地 

小
計 

原
野
山
林 

そ
の
他 

宅
地
等 

合
計 田 畑 

樹
園
地 

小
計 

農業振興地域 1,974 1,341 116 3,431 15 3,446 520 3,290 7,256 

農用地区域 1,624 694 54 2,372 11 2,383  2,383 

 

○耕地面積 単位：ha（農林水産省作物統計調査） 

 平成 17年 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

埼玉県 84,791 79,748 76,321 74,119 

川越市 3,770 3,470 3,290 3,230 
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⑶ 農業者の状況 ～減少・高齢化が続く基幹的農業従事者～ 

 基幹的農業従事者について、平成 27年から令和 2年の 5年間で大きく減少し

ています。また、その平均年齢は埼玉県の平均よりは下回っているものの、66.1

歳（令和 2年）と高くなっています。 

 

○基幹的農業従事者 単位：人、歳（農林業センサス） 

基幹的農業従事者 
平成 22年 平成 27年 令和 2年 

人数 平均年齢 人数 平均年齢 人数 平均年齢 

埼玉県 58,681 67.1 50,812 67.7 37,683 68.7 

川越市 2,946 65.3 2,675 65.9 1,743 66.1 

※基幹的農業従事者…農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）の内，調査期 
 日前 1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」のことをいう。 

 

 

○本市の年齢別基幹的農業従事者数の推移 単位：人、歳（農林業センサス） 
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⑷ 農業経営の規模～小規模な経営体が多数を占める～ 

 本市では 3ha 以上の経営耕地で営農を行う農業経営体は増加傾向です。しか

し、1ha未満の経営体が半数近くを占めているのが現状です。 

 また、農産物販売額については 1億円以上の経営体がある一方で、6割の経営

体の販売額が 100万円に満たない状況となっています。 

 本市の農業経営体は、経営耕地及び販売額の状況から小規模な経営体が多数

を占めていることが分かります。 

 

○経営耕地面積別経営体数 単位：経営体（農林業センサス） 

 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

1ha未満 1,258 997 557 

1～2ha 813 691 456 

2～3ha 199 197 158 

3～5ha 50 57 64 

5～10ha 9 16 14 

10ha以上 5 6 10 

合計 2,334 1,964 1,259 

 

○農産物販売額規模別経営体数 単位:経営体（農林業センサス） 

  平成 22年 平成 27年 令和 2年 

販売なし 490 237 217 

100万円未満 1,169 1,111 540 

100～300万円 300 256 234 

300～500万円 90 82 60 

500～1,000万円 139 135 105 

1,000～3,000万円 128 112 82 

3,000～5,000万円 12 18 13 

5,000万～1億円 3 7 3 

1～3億円 2 4 2 

3～5億円 1 2 2 

5億円以上 - - 1 

合計 2,334 1,964 1,259 
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⑸ 法人化・雇用の状況 ～減少した法人化している経営体数～ 

法人化している経営体数について、令和 2 年は平成 27 年から大きく減少し、

6経営体となっています。県内他市と比較しても本市の法人化している経営体数

の減少幅は大きくなっています。 

また、令和 2 年の法人の内訳は農事組合法人 1 経営体、株式会社 5 経営体と

なっています。 

なお、本市の経営体は法人数は少ないものの、一定数の雇用を行っています。 

 

○法人化している経営体の状況 単位：経営体（農林業センサス） 

令和 2年順位 自治体名 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

1 深谷市 58 68 66 

2 熊谷市 10 25 39 

3 加須市 9 24 36 

26 川越市 4 15 6 

※法人化している経営体…農事組合法人、株式会社、合名・合資会社、合同会社、農協、 

 森林組合、その他の各種団体、その他の法人 

 

○雇用労働の現状（農林業センサス） 

経営体数順位 市区町村 

雇い入れた 
実経営体数 実 人 数 延べ人日 

経営体 人 人日 

1 深谷市 312 2,506 233,283 

2 加須市 178 1,183 38,328 

3 熊谷市 147 654 43,925 

4 川越市 127 791 59,915 

5 さいたま市 112 557 48,661 

5 本庄市 112 638 90,944 
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⑹ 消費者とのふれあい～人気のある農業体験～ 

 「蔵 inガルテン川越」の事業の一環として、市内外の農業体験参加者を積極

的に受け入れています。特に平成 31 年 4月に農業振興と観光の広域化、滞在時

間の延長を目的に設立された蔵 inガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会

では体験メニューを年々増やし、参加者数も増加しています。 

 

○農業体験 単位：事業、人（農政課調べ） 

農業体験 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

体験メニュー 12 11 14 19 37 

参加者数 1,628 1,846 1,693 1,650 4,422 

内市外参加者数 168 145 179 170 583 

 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑺ 観光の状況～新型コロナウイルス感染症の影響～ 

 年々外国人観光客が増加するなど、令和元年に年間約 775万人の観光客があっ

た本市の入込観光客数ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2

年、3年と大きく減少しています。 

 農業分野では毎年 4 万人ほど訪れていた芋ほり観光は、新型コロナウイルス

感染症の影響で受入人数が減少しています。 

 

○入込観光客数 単位：人（観光課調べ） 

 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 

入込観光客数 6,628,000 7,342,000 7,757,000 3,850,000 3,920,000 

内外国人数 197,000 279,000 313,000 39,000 27,000 

 

○芋ほり観光 単位：人（観光課調べ） 

平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 

37,900 44,500 44,500 27,000 29,000 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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３ 農業者の意識について 

 

 令和 4年度に実施した、本市農業者へのアンケート調査の結果概要を以下のと

おり整理しました。 

アンケート結果については、無回答分を除いて回答者数及び割合を算出して

います。また、複数回答ありのアンケート結果については、実回答者数から割

合を算出しています。 

 

⑴ 経営規模について 

農業経営規模(農地面積)、農業収入の状況から、本市の農業者は大規模農業

者がわずかにいるものの、耕地面積 100a未満、農業収入 100万円未満の小規模

農業者が多数を占めています。 

令和 4 年度調査で「農産物を自分で販売したい」が 84 人、「農産物を直売所

に持ち込みたい」が 51人で、平成 29年度調査時より若干増加しています。 

 

○農業経営規模(農地面積)について  

農業経営規模(農地面積) 
令和4年度

回答数 
割合（%) 

参考 

平成29年度

回答数 
割合（%) 

50a（5反）未満 541 40.6% 596 38.3% 

50～100a未満 354 26.6% 471 30.3% 

100～200a未満 233 17.5% 289 18.6% 

200～300a未満 116 8.7% 82 5.3% 

300～500a未満 35 2.6% 45 2.9% 

500～1000a未満 22 1.7% 25 1.6% 

1000～2000a未満 18 1.4% 30 1.9% 

2000～3000a未満 11 0.8% 13 0.8% 

3000a（30ha）以上 2 0.1% 6 0.3% 

合計 1,332 100.0% 1,557 100.0% 
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○年間の農業収入について 

年間の農業収入 
令和 4年度

回答数 
割合（%) 

参考 

平成29年度

回答数 
割合（%) 

100万円未満 907 72.4% 1,047 72.8% 

100～300万円未満 179 14.3% 206 14.3% 

300～500万円未満 44 3.5% 57 4.0% 

500～700万円未満 25 2.0% 27 1.9% 

700～1000万円未満 44 3.5% 39 2.7% 

1000～2000万円未満 28 2.2% 37 2.6% 

2000～5000万円未満 21 1.7% 18 1.3% 

5000万円～1億円未満 2 0.2% 4 0.3% 

1億円以上 2 0.2% 3 0.1% 

合計 1,252 100.0% 1,438 100.0% 

 

○今後の農業経営について 

今後の農業経営 
令和4年度

回答数 
割合（%) 

参考 

平成29年度

回答数 
割合（%) 

現状のままでよい 891 58.1% 1,104 62.4% 

省力化（機械化）を進めたい 126 8.2% 132 7.5% 

農産物を自分で販売したい 84 5.5% 80 4.5% 

農産物を直売所に持ち込みたい 51 3.3% 49 2.8% 

有機栽培や減農薬栽培を行いたい 41 2.7% 51 2.9% 

特定の部門（作物）の生産に絞りたい

（多量少品種） 
37 2.4% 43 2.4% 

ハウス栽培など施設化を進めたい 34 2.2% 39 2.2% 

スマート農業に取り組みたい 32 2.1% - - 

多くの種類の作物を導入したい 28 1.8% 34 1.9% 

農産物加工を行いたい 12 0.8% 26 1.5% 

農家レストランに取り組みたい 5 0.3% 9 0.5% 

その他 193 12.6% 203 11.4% 

合計 1,534 100.0% 1,770 100.0% 

※その他では離農したいという意向が多く寄せられた。 

※「-」は平成 29年度アンケートには項目がなかったもの 
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⑵ 地産地消 

 地産地消について、アンケート結果では「農産物直売所に出荷している」が

107 人「スーパーマーケットの地場産コーナーに出荷している」が 43 人など、

地産地消に取り組む農業者が増えています。 

また、今後の取組について「農産物直売所への出荷」が 81 人、「庭先販売所

の開設」が 63人、「農産物の直売イベントに参加」が 30人、「スーパーマーケッ

トの地場産コーナーに出荷」が 18人と前回調査を上回る人数が回答しています。 

また、市内飲食店、小売店や加工販売店への農産物の提供の意向には「既に

市内飲食店などに農産物を提供している」が 41 人、「市内飲食店などに農産物

を提供することに興味がある」が 76人となっています。 

主な出荷先については農協が 394 人、庭先販売・直売が 123 人、小売業者が

64人、農産物直売所には 41人となっています。 

 

○川越市民などへの農産物の提供（地産地消）の状況について 

川越市民などへの農産物の提供（地産地消） 回答数 割合（%) 

地産地消には取り組んでいない 428 49.9% 

庭先販売所を開設している 115 13.4% 

農産物直売所に出荷している 107 12.5% 

スーパーマーケットの地場産コーナーに出荷している 43 5.0% 

農産物の直売イベントに参加している 24 2.8% 

その他 140 16.4% 

合計 857 100.0% 

 

○地産地消について今後行ってみたいと思うものについて 

今後行ってみたい地産地消の取組 
令和4年度

回答数 
割合（%) 

参考 

平成29年度

回答数 
割合（%) 

今後行う予定はない 556 69.4% 834 79.6% 

農産物直売所に出荷 81 10.1% 72 6.9% 

庭先販売所の開設 63 7.9% 60 5.7% 

農産物の直売イベントに参加 30 3.7% 15 1.4% 

スーパーマーケットの地場産コーナー

に出荷 
18 2.2% 14 1.3% 

その他 54 6.7% 53 5.1% 

合計 802 100.0% 1,048 100.0% 
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○市内飲食店、小売店や加工販売店への農産物の提供について 

市内飲食店などへの農産物の提供 回答数 割合（%) 

市内飲食店などに農産物を提供することに興味がない  383 68.6% 

市内飲食店などに農産物を提供することに興味がある 76 13.6% 

既に市内飲食店などに農産物を提供している 41 7.3% 

その他 58 10.5% 

合計 558 100.0% 

 

○生産している農産物の主な出荷先について 

（上位 5位までを掲載） 

出荷先 
1番多い出荷先 

回答数 割合（%) 

農協 394 27.9% 

庭先販売・直売 123 8.7% 

小売業者 64 4.5% 

農産物直売所 41 2.9% 

川越総合卸売市場 21 1.5% 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑶ 農産物のブランド化 

 川越産の野菜のブランド力を上げるために、川越で生産拡大・復活したらよ

い伝統野菜としてあげられたのは「紅赤（さつまいも）」でした。また、さつま

いも栽培については、現在栽培をしていないが興味があり、取り組んでいきた

いと回答した農業者は 65 人、現在栽培しており拡大意向がある農業者が 37 人

となっています。 

 

○川越の伝統野菜として、生産拡大・復活してみたら良いと思う野菜について

（上位 5位までを掲載） 

川越の伝統野菜として、生産拡大・復活してみたらよいと思

う野菜 
回答数 割合（%) 

紅赤（さつまいも） 260 18.4% 

マクワウリ 36 2.5% 

入間ゴボウ 28 2.0% 

西町大根 27 1.9% 

入間ニンジン 27 1.9% 

 

○市のさつまいもの産地化を広める取組み（栽培地拡大・生産量増加）への考

えについて 

さつまいもの栽培の取組 回答数 割合（%) 

興味がない 438 61.8% 

現在行っていないが、栽培に興味があり、市の取組みに協力

してさつまいもの生産に取組んでみたい 
65 9.2% 

現在栽培しているが、今後は生産を縮小したい 39 5.5% 

現在栽培しており、市の取組みに協力して栽培を拡大したい 37 5.2% 

その他 130 18.3% 

合計 709 100.0% 
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⑷ 農業の担い手について 

農業後継者の有無を問う設問は「いる」が 19.7%、「いない」が 50.2%、「わか

らない」が 30.1%となっています。 

また、農業経営の兼業化、副業化の意向は「農業専業でやっていきたい」は

21.5%にとどまり、「副業としてやっていきたい」が 29.3%、「農業と他の職種の

兼業でやっていきたい」が 18.0%、「農業を主とし、他の職種は副業としてやっ

ていきたい」は 8.1%でした。 

 新規就農者・農業後継者の育成に必要な支援については「新規就農者や農業

後継者への資金支援」が 32.9%と最も多く、次いで「農業参入を希望する企業な

どと農地を貸したい人との仲介等の支援」が 28.7%、「新規就農者や農業後継者

を対象とする研修や就農相談などの制度充実」が 28.2%となっています。前回調

査で意向が多かった「定年後の就農に向けた支援」については 22.1%と割合が下

がっています。 

 

○現在、農業の後継者がいるかについて 

農業の後継者 回答数 割合（%) 

いる 252 19.7% 

いない 644 50.2% 

わからない（子どもの意思を未確認など） 386 30.1% 

合計 1,282 100.0% 

 

○今後の農業経営における兼業化、副業化の意向について 

農業経営における兼業化、副業化の意向 回答数 割合（%) 

他の職種を主とし、農業は副業としてやっていきたい 263 29.3% 

農業専業でやっていきたい 193 21.5% 

農業と他の職種の兼業でやっていきたい 162 18.0% 

他の職業専業でやっていきたい 107 11.9% 

農業を主とし、他の職種は副業としてやっていきたい 73 8.1% 

その他 101 11.2% 

合計 899 100.0% 

※その他の回答には、「自家消費程度の耕作」、「農地の保全管理程度」、「離農の意向」
などがあった。 
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○新規就農者・農業後継者の育成に向けて、必要な支援について 

（複数回答あり） 

新規就農者・農業後継者の育成に必要

な支援 

令和4年度

回答数 
割合（%) 

参考 

平成29年度

回答数 
割合（%) 

新規就農者や農業後継者への資金支援 284 32.9% 270 29.0% 

農業参入を希望する企業などと農地を

貸したい人との仲介等の支援 
248 28.7% 270 29.0% 

新規就農者や農業後継者を対象とする

研修や就農相談などの制度充実 
243 28.2% 267 28.6% 

新規就農者への農地のあっせん 219 25.4% 222 23.8% 

定年後の就農に向けた支援 191 22.1% 294 31.5% 

仕事（会社等）と農業の両立に向けた

支援 
166 19.2% 230 24.7% 

農業者への結婚支援 137 15.9% 184 19.7% 

特に支援の必要はない 97 11.2% - - 

川越市４Ｈクラブなど、農業後継者組

織への研修等の支援 
39 4.5% 68 7.3% 

その他 51 5.9% 62 6.7% 

実回答者数 863 － 932 － 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑸ 農地の拡大・縮小について 

農地を借りて規模拡大する意向のある農業者が 58人となっており、農地を貸

して規模縮小の意向がある農業者は 69人、離農したい農業者は 156人となって

おり、規模拡大希望者とのマッチングが必要です。 

また、水稲栽培の担い手の農業者等からは、経営規模を拡大するために必要

な施策として、255 人が「農地の集積によるほ場面積の拡大」、192 人が「畦畔

の除去等によるほ場の区画拡大」、170 人が「高付加価値米（食用ブランド米）

の生産による経営安定化」と回答しており、農地集積や畦畔の除去等に一定の

ニーズがあります。 

 

○今後の農地の拡大・縮小の意向について 

農地の拡大・縮小の意向 回答数 割合（%) 

農地を借りて規模拡大を希望する  58 5.2% 

農地を貸して規模縮小を希望する 69 6.2% 

現状維持 694 62.6% 

離農したい（農業をやめたい） 156 14.1% 

わからない 131 11.9% 

合計 1,108 100.0% 

 

○水稲栽培の担い手の農業者等が経営規模を拡大するために必要な施策につい

て 

担い手の農業者等が経営規模を拡大するのに必要な施策 回答数 割合（%) 

農地の集積によるほ場面積の拡大 255 29.1% 

畦畔の除去等によるほ場の区画拡大 192 21.9% 

高付加価値米（食用ブランド米）の生産による経営安定化 170 19.4% 

農機の大型化による省力化 99 11.3% 

多収品種（加工用、飼料用米等）の栽培による経営安定化 53 6.1% 

水利調整による田植え時期の長期化 52 5.9% 

その他 55 6.3% 

合計 876 100.0% 
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⑹ 農地の活用意向 

 市民農園としての貸出し意向がある農業者が 236 人、生産緑地地区内農産物

直売所や農家レストラン等の設置意向がある農業者が 9 人、農家民泊の取組意

向がある農業者が 22人いることから、農地等の活用について一定の意向がある

ことが分かります。 

 

 

○市民農園として、農地を貸出すことについて 

市民農園として、農地を貸出すことについて 回答数 割合（%) 

所有地を市民農園として貸出すことに興味がある 236 23.4% 

所有地を市民農園として貸出すつもりはない 306 30.3% 

わからない（考えたことがない） 468 46.3% 

合計 1,010 100.0% 

 

○生産緑地地区内での農産物直売所や農家レストラン等の設置について 

農産物直売所や農家レストラン等の設置について 回答数 割合（%) 

生産緑地でとれた農産物を用いた加工・販売施設を整備したい 8 3.7% 

生産緑地でとれた農産物を用いたレストランを整備したい  1 0.5% 

施設の整備は考えていない 119 54.8% 

わからない 85 39.2% 

その他 4 1.8% 

合計 217 100.0% 

 

○農家民泊の取組意向について 

農家民泊について 回答数 割合（%) 

農家民泊には興味がない 836 88.3% 

農家民泊について、聞いたことがない 51 5.4% 

自宅などを使って、観光客等に向けた宿泊サービスを行うな

ど、農家民泊（ゲストハウスなども含む）に取り組みたい 
22 2.3% 

その他 38 4.0% 

合計 947 100.0% 
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４ 消費者の農業・農地に関する意識 

 

令和 4 年度に実施した市内消費者向けアンケート調査から、農産物や農地、

市民農園への意識について、以下の通り整理しています。 

アンケート結果については、無回答分を除いて回答者数及び割合を算出して

います。また、複数回答ありのアンケート結果については、実回答者数から割

合を算出しています。 

 

⑴ 地産地消 

農産物を購入する場所として最もよく選ばれているのは、デパートやスー

パーマーケットなどの量販店で544人です。次いで農産物直売所で160人、生協

などの宅配サービスで88人、農家庭先など生産者からの直接購入は49人います。 

農産物を購入するときに、気にしている点は「国内産であること」が 335人、

「新鮮であること」が 296人、「価格が安いこと」が 205人となっています。 

市内の農産物直売所を利用する理由は「新鮮だから」が227人です。 

また、「庭先販売所など農家から直接農産物を買うことに興味がある」と 356

人が回答しています。 

 

○農畜産物を購入する場合、主にどこで購入するかについて 

農畜産物の購入先 回答数 割合（%) 

デパートやスーパーマーケットなどの量販店 544 59.5% 

農産物直売所 160 17.5% 

生協などの宅配サービス 88 9.6% 

農家庭先など生産者からの直接購入 49 5.4% 

八百屋、果物屋などの小売店 36 3.9% 

コンビニエンスストア 22 2.4% 

インターネット（オンライン）での購入 6 0.7% 

その他 9 1.0% 

合計 914 100.0% 

 



 

24 

 

○農産物を購入するときに、気にしている点について 

農畜産物の購入の際に気にしている点 回答数 割合（%) 

国内産であること 335 29.5% 

新鮮であること 296 26.1% 

価格が安いこと 205 18.1% 

品質がよいこと（色や形がよいこと） 153 13.5% 

味がよいこと 43 3.8% 

有機農産物、減農薬、減化学肥料栽培であること 29 2.6% 

川越市内産であること 18 1.6% 

特に気にすることはない 15 1.3% 

特定の地域産であること（有名産地など） 13 1.1% 

生産者の顔がみえること 12 1.1% 

生産履歴（肥料・農薬等の使用記録）が明確であること 7 0.6% 

栄養価が高いこと 3 0.3% 

その他 5 0.4% 

合計 1,134 100.0% 

 

○市内の農産物直売所を利用する理由について 

農産物直売所を利用する理由 回答数 割合（%) 

新鮮だから 227 43.2% 

安全だと思うから 85 16.2% 

安いから 66 12.6% 

品数がたくさんあるから 39 7.4% 

農家の顔がみえるから 32 6.1% 

近くにあるから 31 5.9% 

特に理由はない 30 5.7% 

フードマイレージが小さいから 2 0.4% 

その他 13 2.5% 

合計 525 100.0% 
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○庭先販売など、農家から直接農産物を購入することについて 

農産物の直接購入について 回答数 割合（%) 

庭先販売所など農家から直接農産物を買うことに興味がある 356 63.5% 

農家から直接農産物を買うことに、特に興味はない 175 31.2% 

その他 30 5.3% 

合計 561 100.0% 

※その他の回答には、直接購入しない理由として、「近くにない」、「無人だと不安があ
る」、「スーパーマーケットに地場産コーナーがある」などがありました。 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑵ 川越の農産物のブランド化について 

 本市の伝統野菜だと思うものについては、「紅赤（さつまいも）」が 90.6%を占

めています。 

また、特に「川越産」を選びたい品目として「さつまいも」を 65.5%の消費者

が選んでいます。 

 また、有機農産物、減農薬、減化学肥料で栽培された農産物については多少

値段が高くても購入したいという回答が 32.8%ありました。 

 

○川越市の伝統野菜だと思うものについて 

川越市の伝統野菜 回答数 割合（%) 

紅赤（さつまいも） 500 90.6% 

さといも 36 6.5% 

入間ごぼう 5 0.9% 

西町だいこん 2 0.4% 

まくわうり 2 0.4% 

入間にんじん 2 0.4% 

その他 5 0.8% 

合計 552 100.0% 

 

○農畜産物を購入するにあたり、特に「川越産」を選びたい品目について 

（上位 10位までを掲載） 

川越産を選びたい品目 回答数 割合（%) 

さつまいも 378 65.5% 

ほうれんそう 211 36.6% 

きゅうり 183 31.7% 

小松菜 181 31.4% 

トマト 173 30.0% 

さといも 168 29.1% 

だいこん 156 27.0% 

えだまめ 154 26.7% 

にんじん 138 23.9% 

ネギ 124 21.5% 
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○有機農産物、減農薬、減化学肥料で栽培された農産物について 

有機農産物、減農薬、減化学肥料で栽培された農産物について 回答数 割合（%) 

農産物の購入時、有機農産物等であるかどうか気にすること

はない 
277 49.1% 

有機農産物等であれば、多少値段が高くても購入したい 185 32.8% 

有機農産物等であっても、値段が上がるので購入したくない 86 15.2% 

その他 16 2.9% 

合計 564 100.0% 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑶ 農作業への興味について 

 職業としての農業や農作業の手伝いへの興味については「他の職種を主とし、

副業としてならば、農業をやってみたい」が 89 人、「アルバイト（有償）とし

て、農業をやってみたい」が 76 人、「ボランティア（無償）でも、農業をやっ

てみたい」が 22人となっています。 

 

○職業としての農業や農作業の手伝いへの興味について 

※その他の回答には、「興味はあるが、体力的に無理」、「趣味としてなら」、「子どもが
小さいので時間がとれない（小学生くらいになったら体験させたい）」などがあった。 

  

農業や農作業の手伝いへの興味 回答数 割合（%) 

できることなら、農業を職業としたい  4 0.7% 

アルバイト（有償）として、農業をやってみたい 76 14.0% 

ボランティア（無償）でも、農業をやってみたい 22 4.1% 

農業技術習得のため、金銭を支払ってでも農業の手伝いをし

たい 
0 0.0% 

他の職種と兼業で、農業をやってみたい 19 3.5% 

他の職種を主とし、副業としてならば、農業をやってみたい 89 16.5% 

興味はない 260 48.1% 

その他 71 13.1% 

合計 541 100.0% 

関連する写真、図表等を挿入 
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⑷ 川越市内の農地について 

 川越市内の農地については「市街化区域、郊外も含め、今ある農地はできる

だけ残してほしい」が 416人となっています。 

 

○川越市内の農地について 

川越市内の農地について 回答数 割合（%) 

市街化区域（※）、郊外も含め、今ある農地はできるだけ残し

てほしい 
416 74.6% 

市街化区域の農地は宅地開発など、農地でなくなっても仕方

がない 
87 15.6% 

郊外も含め、農地は減っていっても仕方がない 35 6.3% 

その他 20 3.5% 

合計 558 100.0% 

※市街化区域…すでに市街地になっている区域など、積極的に整備・開発をおこなって
いく区域。住宅街や商業地などは一般的に市街化区域。 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑸ 農業とのかかわり 

 市民農園で農作物を栽培することについて「興味がある」と答えたのは 105

人で、「時間などの制約があり、実現は難しいが興味はある」と回答したのは 199

人でした。 

 市民農園については「市民農園を知らない」が 218人と多く、「自宅の近くに

市民農園があれば借りたい」が 139人、「日常の管理（水遣りなど）のサービス

があれば希望する」が 76人でした。 

 

○市民農園を借りて自分で農産物を栽培することに興味があるかについて 

農作物栽培への興味 回答数 割合（%) 

興味がある 105 18.7% 

時間などの制約があり、実現は難しいが興味はある    199 35.5% 

興味はない 216 38.5% 

その他 41 7.3% 

合計 561 100.0% 

 

○市民農園について 

（複数回答あり） 

川越市の市民農園について 回答数 割合（%) 

市民農園を知らない 218 41.6% 

自宅の近くに市民農園があれば借りたい 139 26.5% 

日常の管理（水遣りなど）のサービスがあれば希望する 76 14.5% 

料金が安くなれば利用したい 67 12.8% 

農家の指導のもとで野菜を栽培する形態を希望する 64 12.2% 

食育講座や農産物観察会など学びの機会があれば希望する 38 7.3% 

仲間と一緒に借りて野菜の栽培をしたい 19 3.6% 

現状のままでの市民農園を借りて野菜の栽培をしたい 7 1.3% 

職場の近くに市民農園があれば借りたい 1 0.2% 

その他 91 17.4% 

回答者数計 524 － 
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第３ 川越市農業振興計画改訂版 

 

 

本市の農業をめぐる状況や農業者の意識、消費者の意識を踏まえ、川越市農

業振興計画の柱として、以下の3つの視点が重要と考えています。 

 

 

 

 

全国的な傾向と同様、本市においても担い手農業者の減少や農業者の高齢化

が進んでいますが、そうした背景として、農業所得が低迷している現状がある

と考えます。 

中心的な担い手となる農業者への農地の集積や、市内商工業者との連携、農
産物のブランド化、基盤整備などによる生産性の向上等により、農業所得の増

加を図り、本市農業が魅力ある産業となっていくよう、施策を推進していく必
要があります。 

 

 

 

本市の農業者の多くが経営耕地面積1ha 未満、農業収入100万円未満の小規

模な農業者となっています。 

将来に渡って本市の農業を継続し、農地を残していくために、多数を占める

小規模な農業者への支援が欠かせないと考えています。庭先販売や農産物直売

所への出荷、市民農園や農家レストランの開設、所有農地の維持管理など、小

規模な農業者の営農活動や農地の維持に向けた施策を推進していく必要があ

ります。 

 

 

 

本市は東京圏に位置するにもかかわらず、県内有数の耕地面積を有する水田

や畑などで、農産物の生産が行われています。 

地域特性を生かした魅力あるまちづくりを進めて行くためには、本市の農業

とふれあえる地域性を生かし、地場農産物の提供や市民農園の利用等、「農の

あるまち川越」を充実させていく施策を進めていく必要があります。 

 

 

１ 儲かる農業の推進 

２ 「小さな農業」へのアプローチ 

３ 農のある生活の充実 
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第４ 川越市農業振興計画改訂版施策の内容 

 

「3つの柱」の実現に向け、近年の多様化する農業情勢を的確にとらえるとと

もに、農業者ニーズ、消費者ニーズを踏まえ、6つの基本方針を定めています。

基本方針に基づき、具体的な取組内容を明確にすることで、効果的な農業振興

施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

〈基本方針〉 

０ 農業に関する効果的な情報の受発信（全体に共通する方針） 

１ 食料の安定供給の確保 

２ 農産物のブランド化の推進 

３ 多様な担い手の育成・確保の推進 

４ 農地の保全と有効活用 

５ 農業とのふれあいの推進 

【農業の振興の目的】～第四次川越市総合計画（後期基本計画）～ 

市民をはじめとした消費者に、安全で安心な農産物を安定的に供給すると

ともに、本市農業が活性化すること。 
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川越市農業振興計画改訂版 施策体系 

 

 

 

 
 

【基本方針・施策】 

 
 

⑴ 農業に関する効果的な情報の受発信 
 

 

 
 

⑴ 安定した農業経営の確立 

⑵ 地産地消の推進 

⑶ 農産物の安全・安心の確保 

⑷ 食品流通の支援 
 

 

 
 

⑴ 川越産農産物のブランド構築 

⑵ 産業間の連携の推進 

⑶ 環境と調和のとれた食料システムの促進 
 

 

 

 

⑴ 多様な担い手の支援 

⑵ 地域計画の策定と取組促進 
 

 

 
 

⑴ 農業基盤整備 

⑵ 農業振興地域の農地保全 

⑶ 市街化区域内農地の保全 

⑷ 農の多面的機能と環境の保全 

⑸ 生活環境改善と水質保全 
 

 

 
 

⑴ 市民が「農のある生活」を楽しむ場の提供 

⑵ グリーンツーリズムの推進 

基本方針０ 農業に関する効果的な情報の受発信 

【農業の振興の目的】 

市民をはじめとした消費者に、安全で安心な農産物を安定的に供給するとともに、

本市農業が活性化すること。 

【川越市農業振興計画の柱】 

１ 儲かる農業の推進 

２ 「小さな農業」へのアプローチ 

３ 農のある生活の充実 

基本方針１ 食料の安定供給の確保 

基本方針２ 農産物のブランド化の推進 

基本方針３ 多様な担い手の育成・確保の推進 

基本方針４ 農地の保全と有効活用 

基本方針５ 農業とのふれあいの推進 
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０ 農業に関する効果的な情報の受発信             

（全体に共通する方針） 

 

⑴ 農業に関する効果的な情報の受発信 

 

農業者向けのさまざまな支援に関する情報、本市の農産物や市民農園など、

市民に向けた本市での「農のある生活」に関する情報、来訪者に向けた体験や

観光農園等グリーンツーリズムに関する情報など、本市のさまざまな農業振興

施策の推進に当たって、その施策の対象に向けてインターネットなども活用し、

効果的に情報を発信していくことが重要と考えます。 

また、農業者全体のニーズや年代、営農手法など特定のカテゴリーでのニー

ズを把握するため、農業者と行政との双方向でのコミュニケーションの充実が

必要です。 

 

《取組内容》 

① 農業施策を推進するに当たり必要な情報の収集を行うとともに、農業者や

市民など、対象に応じた効果的な情報発信を図ります。また、農業者や市民、

行政間の双方向での情報伝達の充実を図ります。 

  

  

関連する写真、図表等を挿入 
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１ 食料の安定供給の確保                    

 

⑴ 安定した農業経営の確立 

 

本市の基幹的農業従事者は、今後一層の減少が続いてくことが予想されます

が、農業を持続可能なものとするために、社会・経済状況の大きな変動に応じ

た支援や生産性向上に向けた設備投資への支援、自然災害や野生鳥獣害への対

策など、農業経営の安定化に向け、さまざまな取組が必要です。 

また、主穀作について、水稲は、消費量の減少や米価の下落もあり、質、量

ともに消費者ニーズに応じた米の生産に向けて取り組む必要があるほか、多く

を輸入に依存する麦、大豆は、国内での生産量の拡大に寄与できるよう、支援

をしていく必要があります。 

 

《取組内容》 

② 農業経営の安定化に向けて、農業者への支援を行います。 

・農業再生協議会 

・主穀作関係補助金等 

・野菜・茶等の振興に関する補助金等 

 

③ 土地取得、機械の導入などによる資金の借り入れを行う農業者に対して、

経済的支援を行います。 

・農業制度資金利子補給 

 

④ 畜産経営の安定化に向けて、伝染病予防・拡大防止対策や優良種畜の導入

等を支援します。 

・畜産振興 

 

⑤ アライグマ、ハクビシンなどの鳥獣被害防止の対策を進めます。 

・鳥獣被害防止対策 

 

⑥ AI、IoT、ロボット技術等のスマート農業の導入促進として、先端技術や省

力化技術の研修機会や情報の提供、農業者と関係機関の交流などに取り組み

ます。【重点】 

 

⑦ 関係機関と連携しながら、農業者の雇用の確保に向けた取組を支援します。 
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⑵ 地産地消の推進 

 

本市では、平成 17年に鴨田地区、平成 19年に上松原地区、平成 22年に城下

地区に農産物直売所が設置され、3つの直売所全体の売上は増加傾向となってい

ます。また、市内各地に庭先販売所が設けられているほか、市内スーパーマー

ケットの地場農産物のコーナーでも川越産農産物が取り扱われています。 

また、本市農業者の主な出荷先は、農協に次いで第 2 位が「消費者への直接

販売」となっていることからも、本市では農産物直売所等を通じた地場農産物

の提供など、地産地消が進んでいます。 

東京圏に位置しながら農業が盛んな本市の地域特性を生かし、さらなる地産

地消を進めていくためには、農産物直売所への出荷者の確保や庭先販売所の認

知度の向上を図るなどの支援が必要です。 

さらに、未来を担う子どもたちに、食育の観点から、川越産農産物を食べ、

学ぶ機会を提供していくことも地産地消の重要な取組と考えます。 

 

 

《取組内容》 

⑧ 庭先販売所を含む農産物直売所の設置やＰＲなどの運営支援を行うととも

に、スーパーマーケットにおける川越産農産物の提供促進などにより、川越

産農産物の地域内での流通促進を図ります。【重点】 

・農産物の直売・地場農産物の消費促進 

 

⑨ 食育の観点から、農業者との連携により食材の必要数量・質を確保して、

学校給食等における川越産農産物の利用を促進するとともに、児童・生徒等

に向けて川越産農産物のＰＲに努めます。 

・農産物の直売・地場農産物の消費促進 
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⑶ 農産物の安全・安心の確保 

 

食の安全・安心が求められている中、化学肥料や化学農薬の使用量の低減を

図るなど、環境に配慮した農業を推進していくとともに、適正な農産物の生産

工程管理を推進していく必要があります。 

また、食品表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保や自主的かつ

合理的に食品を選択する機会の確保に資する重要な情報の一つであり、その適

正化を図ることは食品に対する消費者の信頼を得る上で重要となっています。 

 

《取組内容》 

⑩ 関係機関と連携して、適正な農産物の生産工程管理や、化学農薬や化学肥

料の使用量を削減した農法の普及を推進するとともに、そうした農産物の付

加価値の向上を図ります。 

・環境保全型農業の推進 

 

⑪ 関係機関と連携して、農産物等の適正な食品表示を促進します。 

・食の安全の推進 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑷ 食品流通の支援 

 

埼玉川越総合地方卸売市場（以下、「川越市場」という。）は、県南西部の生

鮮食料品等の安定供給を目指し、平成 6年 5 月にオープンしてから 30年を迎え

ようとしていますが、農林水産物の流通構造が変化していく中、市場運営に当

たっては、非常に難しい状況となっています。 

そのような中、川越市場は、一般消費者に向け、平成 31年に小売施設の開設

や毎週土曜日「鮮度一番 お客様感謝市」を開催しているほか、市場用地への

食品関連事業者の誘致、空き店舗の倉庫としての活用など、市場機能の多様化

を図っています。 

また、食品等の流通の多様化に対応するため、平成 30 年 6月に卸売市場法が

改正され、市場の開設が許認可制に代えて認定制となりました。川越市場は必

要な業務規程の変更を行った上で埼玉県に申請し、令和 2 年 2 月に埼玉県知事

より認定を受けています。 

一方、令和 2 年から続く新型コロナウイルス感染症の社会・経済的な影響も

あり、川越市場の市場取扱量は減少傾向が続いていますが、県南西部の中小規

模の飲食・小売店の仕入れ先の確保を図り、生鮮食料品の安定供給のための産

業インフラを維持していくため、大規模修繕など市場施設の長寿命化対策を図

りながら、川越市場の市場環境の変化に適応した運営を支えていく必要があり

ます。 

  

《取組内容》 

⑫ 埼玉川越総合地方卸売市場を通じて、地域への生鮮食料品の流通機能の確

保を図ります。 

 ・川越総合卸売市場との連絡 
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２ 農産物のブランド化の推進                  

 

⑴ 川越産農産物のブランド構築 

 

市内では定期的に農産物の直売イベントが開催されているほか、川越産農産

物のロゴマークが明示された農産物の提供や「おいしい川越農産物提供店」の

認定など、川越産農産物のＰＲに向けた取組が行われています。直売イベント

やロゴマークは市民等に向けて広く川越の「農業」を知っていただく機会となっ

ていますが、川越産農産物の付加価値の向上や消費拡大につなげる工夫、取組

が必要と考えます。 

また、本市の地方創生のプロジェクト「蔵 in ガルテン川越」として取り組ん

でいるグリーンツーリズムの推進でのさまざまな情報発信や交流の取組を農産

物ブランドの構築にも資するように進めていく必要があります。 

消費者、商業者に知名度のある川越産のさつまいもについて、近年は生産量

が減少し、直売や観光農園での提供が主になっていますが、知名度やニーズに

見合う生産量を確保していく取組を行う必要があります。 

平成 29年 3月に近隣自治体等とともに認定を受けた日本農業遺産「武蔵野の

落ち葉堆肥農法」について、同農法により栽培された農産物の付加価値の向上

など、近隣自治体と連携した取組も行っていく必要があります。 

 

 

 

《取組内容》 

⑬ 川越産農産物ブランド化連絡会との協働により、川越産農産物の内外への

知名度の向上に向けた取組を進めるとともに、新たな川越ブランドの構築を

図ります。【重点】 

・川越産農産物ブランド化 

 

⑭ 川越産農産物の消費拡大、知名度向上に向け、直売イベントの開催を促進

するとともに、市内飲食店などと連携して、川越産農産物の利用を促進する

ための取組を進めます。 
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⑮ 伝統的な川越いもである「紅赤」や川越がパイオニアと言われている「巨

峰」など、伝統的農産物の振興を図るとともに、かつて川越地方で栽培され

ていた在来種等伝統野菜の保存、伝承に努めます。 

 

⑯ 流通やＰＲ等を含め、さつまいもの生産量拡大を支援します。 

・農産物直売・地場農産物消費促進 

 

⑰ 川越産花きの付加価値の向上や生産振興を支援します。 

 

⑱ 日本農業遺産の認定を受けている「武蔵野の落ち葉堆肥農法」など、三富

地域の平地林の保全と伝統的な農業の振興を図るとともに、そこで栽培され

た農産物の付加価値の向上を目指します。 

・三富地域、日本農業遺産関連事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
関連する写真、図表等を挿入 
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⑵ 産業間の連携の推進 

 

本市は古くから埼玉県南西部地域における産業・経済の中核都市として発展

し、農業、工業、商業のバランスが取れた産業構造になっているとともに、近

年は多くの観光客の来訪がある観光都市でもあります。 

そうした本市の農業、工業、商業、観光産業が連携し、本市の農産物及びそ

れらを活用した商品をこれまで以上に地域内に循環（地産地消）させる取組や

都内など地域外への流通拡大を図っていくことが望まれます。 

 

《取組内容》 

⑲ 農業者、食品産業、飲食店、各種団体等との交流の場の創出を図ります。 

・川越産農産物ブランド化 

 

⑳ 農業者による 6 次産業化の支援を図るとともに、農業者と商工業者の連携

による加工化を進めます。 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑶ 環境と調和のとれた食料システムの促進 

 

 持続可能な食料システムの構築に向け、令和 3年 5月に国が策定した「みど

りの食料システム戦略」では、中長期的な視点から、調達、生産、加工、流通、

消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーショ

ンを推進するとして、令和 32年までに、農林水産業の CO₂ゼロエミッション化

の実現や化学農薬の使用量（リスク換算）を 50%低減、化学肥料の使用量を 30%

低減、有機農業の取組面積の割合を 25%に拡大などの目標を掲げています。 

さらに、戦略を進めるため、「環境と調和のとれた食料システムの確立のため

の環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」が令和 4年 7月に施行されて

います。 

 

《取組内容》 

㉑ 関係機関と連携して、適正な農産物の生産工程管理や、化学農薬や化学肥

料の使用量を削減した農法の普及を推進するとともに、そうした農産物の付

加価値の向上を図ります。【重点】 

・環境保全型農業の推進 〈再掲〉 

関連施策１－⑶ 

関連する写真、図表等を挿入 
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３ 多様な担い手の育成・確保の推進                  

⑴ 多様な担い手の支援 

 

本市の基幹的農業従事者、経営耕地面積は減少が続いていますが、本市の農

業、農地を将来に渡って維持、継続させていくためには中核的な担い手だけで

はなく、中小規模の農業者、新規就農者、法人など、さまざまな担い手を育成

していく必要があります。 

 

《取組内容》 

㉒ 関係機関と連携し、新規就農者に向け情報提供や技術指導、農地確保等の

包括的な支援を進めます。 

・新規就農関連事務 

 

㉓ 農業後継者、女性農業者、定年就農者の育成・支援のほか、農業者の子弟

による兼業・副業での営農に向けた取組を支援します。また、農と福祉の連

携による取組を促進します。 

・農業後継者育成等 

・認定農業者関連事務 

 

㉔ 集落営農組織や農業法人の設立等、農業者による生産や販売の組織形成を

図るとともに、企業等の農業参入を支援します。 

・農業団体育成 

 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑵ 地域計画の策定と取組促進 

 

令和 4 年 5 月に「農業経営基盤強化促進法」が改正され、地域の将来の農業

の在り方、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた「地

域計画」を策定することなどが定められています。 

本市では、農業者へのアンケートや現況の地図化などを行い、将来の農地利

用を担う経営体の在り方を決める実質化した「人・農地プラン」を市内全 12地

域で策定しています。今後、市内各地域の農業従事者、経営耕地面積の減少が

さらに進むと想定されるなか、実質化した「人・農地プラン」を基に「地域計

画」を策定・実行し、離農が見込まれる農業者が耕作する農地を他の担い手に

継承していくなど、農地を含めた地域農業の在り方を検討していくことがこれ

まで以上に必要です。 

 

 

《取組内容》 

㉕ 地域の農業の将来の在り方等を示す地域計画の策定を推進します。【重点】 

・人・農地プラン 

 

㉖ 地域計画の実行を進め、地域の中心的な経営体等への農地の集積、集約化

を推進します。【重点】 

・農地中間管理 

 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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４ 農地の保全と有効活用                          

 

⑴ 農業基盤整備 

 

本市では、10ａ区画に整備されている地域の農地を対象に、既存の道水路整

備と畦畔除去により、1 区画を 30ａ程度に整備する「埼玉型ほ場整備事業」を

進め、下小坂・平塚地区を令和元年度に、久下戸地区を令和 4 年度に完了して

います。ほ場整備は生産性の向上に有効であり、今後も計画的に進めていく必

要があります。 

また、過去に整備した農業水利施設の多くが耐用年数を迎え、その老朽化へ

の対応が不可欠となってきます。今後、そうした水利施設を整理し、ストック

マネジメントを促進する取組が必要です。 

 

《取組内容》 

㉗ 埼玉型ほ場整備事業など、ほ場整備による農地の面的集約を推進します。

【重点】 

・県営埼玉型ほ場整備 

 

㉘ 灌漑排水施設等の農業基盤整備を推進します。 

・土地改良補助事業補助金 

・市有揚水機施設維持管理 

 

㉙ 既存の基幹的農業水利施設について、設置個所や耐用年数等を整理すると

ともに、施設の長寿命化や更新等を促進します。 
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⑵ 農業振興地域の農地保全 

 

本市の農業振興地域内の農地は減少が続き、田、畑、樹園地の合計が 3,431ha

（令和 4 年 3 月末現在）となっています。また、農業振興地域内農用地区域内

農用地については、2,372ha（令和 4 年 3月末現在）となっています。本市農業

を支える営農基盤である、農業振興地域内農用地区域を中心とした本市農地に

ついては、今後も保全を図っていく必要があります。 

また、農業従事者の高齢化や減少が進む中、今後遊休農地の増加が懸念され

ますが、農業委員会との連携や担い手への集積を進めるなど、遊休農地の発生

防止を図っていく必要があります。 

 

 

《取組内容》 

㉚ 長期的に農業振興を図るべき地域の農地を保全します。 

・農業振興地域整備計画の推進 

 

 

㉛ 関係機関と連携し遊休農地の発生防止、解消を図ります。 

 

 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑶ 市街化区域内農地の保全 

 

令和 4年 11月現在、本市には 498地区、137.50haの生産緑地地区が指定され

ています。生産緑地は、新鮮な農産物の生産だけではなく、農業体験・学習、

交流の場として、あるいは良好な景観の形成など、多様な機能を果たしていま

す。 

この生産緑地地区については、その多くが令和 4 年から指定後 30 年を迎え、

市への買取り申出ができるようになることから、農地の減少が懸念されていま

す。 

生産緑地地区を含む、市街化区域内農地について、農地所有者のニーズに応

えながら、身近な消費者への新鮮な農産物供給の機能や農業体験・学習、交流

の場としての機能の充実に向け、都市農地の担い手への農地の貸付や市民農園

としての活用促進なども含め、農業振興施策として推進していく必要がありま

す。 

 

 

《取組内容》 

㉜ 生産緑地地区等の市街化区域内農地について、市場出荷や庭先販売などを

通じた農産物の供給機能及び市民等の農業体験・学習の機能を果たすよう、

必要な農業振興施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本市の生産緑地 
本市では、5年前の平成29年11月時点で、469地区、135.71haの生産緑地が指定されてお

りました。この5年間で、地区数は29の増加、面積は1.79haの増加となっております。 
令和4年11月30日に30年満期を迎える生産緑地は117.41haあり、そのうち109.12ha（93%）

が、「特定生産緑地」に指定されました。  
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⑷ 農の多面的機能と環境の保全 

 

農業は食料を供給するだけではなく、水源の涵養、生物多様性の保全、良好

な景観の形成など、さまざまな機能を有しており、農業者だけではなく、広く

市民全体が享受するとともに、本市の魅力の一つともなっています。 

これら農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るために行われる、水路の

草刈りや泥上げ等、地域の共同活動が本市伊佐沼地区や古谷本郷地区、山田地

区等 11地域で実施されています。 

このように、水路等の農業生産基盤の維持管理を地域で担うことによって、

農地集積を担う地域の中心的な農業者の営農活動を支えることができます。 

 

《取組内容》 

㉝ 水路や農道等の農業生産基盤の維持管理や整備・更新を地域で担えるよう

推進するとともに、農村環境保全に向けた啓発や交流、学習等を支援します。

【重点】 

・多面的機能支払交付金の活用推進 

 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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⑸ 生活環境改善と水質保全 

 

本市では、農業用水の水質保全を図るために、平成 18年度に鴨田地区、平成

24年度に石田本郷地区の農業集落排水処理施設の供用を開始しました。 

農業集落排水処理施設は整備後 15 年から 35 年で多くの設備が耐用年数を経

過するため、特に鴨田農業集落排水処理施設については計画的な設備の更新等

により、施設の長寿命化を図っていく必要があります。 

令和 3 年 3 月に計画的かつ合理的な経営を行うために「川越市農業集落排水

事業経営戦略」を策定し、維持管理費の予測や地方公営企業法の適用を進めて

います。また、今後施設の更新なども含めた将来の農業集落排水事業の在り方

を検討していく必要があります。 

 

《取組内容》 

㉞ 農業集落排水施設を維持・管理し、農業用水の水質保全を図るとともに、

施設の長寿命化を進めます。また、経済性の発揮と公共の福祉を増進するた

め、地方公営企業法の適用を進めます。 

・農業集落排水会計繰出金 

・分担金等事務 

・処理施設維持管理 

 

  

関連する写真、図表等を挿入 
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５ 農業とのふれあいの推進                 

 

⑴ 市民が「農のある生活」を楽しむ場の提供 

 

本市では、都心 30キロ圏にありながら、多くの農地が残り、農業が営まれて

いる特徴を生かし、「農のある生活」を充実させていく施策を進めています。こ

れまで川越市農業ふれあいセンターでの事業を通じて、農業体験や食体験など、

市民が「農」とふれあう取組を行ってきており、今後もさまざまな取組を通じ

て川越の「農」とふれあい、親しみ、楽しむ取組を進めていく必要があります。 

市民農園については、消費者アンケートで「興味がある」、「時間などの制約

があり、実現は難しいが興味がある」とした回答が合わせて 54.2%となっている

こと、農業者アンケートでは「所有地を市民農園として貸し出すことに興味が

ある」と回答した農業者が 23.4%いることから、開設・運営支援を行っていくこ

とが必要と考えます。 

 

 

《取組内容》 

㉟ 市民農園の整備、運営の支援を行うとともに、栽培手法など、市民農園の

利用者に向けた情報提供を行います。 

・ふれあい事業 

 

㊱ 農業祭や農家レストランなどを通じて都市住民が農業に親しむ機会の創出

を図ります。 

・生産者と消費者の交流 

 

㊲ 農業体験など、子どもたちが農業にふれあう機会の充実を図ります。 

・生産者と消費者の交流 

・グリーンツーリズム推進 
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⑵ グリーンツーリズムの推進 

 

本市の人口減少問題や経済規模の縮小等への対策として策定した「川越市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」には、農業ふれあいセンターを中心に、伊佐

沼や田園など周辺の自然的景観や農業とのふれあいをコンセプトとしたグリー

ンツーリズムを推進するプロジェクトである「蔵ｉｎガルテン川越」が位置付

けられています。 

「蔵ｉｎガルテン川越」の事業推進により、「農のある生活」を楽しむ場、農

業関係者に対する研修の場、グリーンツーリズムの推進による地域の活性化に

向けた取組を進めていく場として、令和 4年 11月に農業ふれあいセンターがリ

ニューアルオープンしています。 

今後、体験等のソフト事業などを積極的に行い、面的なにぎわいを創出する

とともに、キャンプ場の整備など、グリーンツーリズム拠点施設での滞在時間

の延長を図るため整備を進めていく必要があります。 

 

《取組内容》 

㊳ 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略のプロジェクト「蔵 inガルテン川

越」グリーンツーリズム拠点の整備、運営を推進します。【重点】 

・グリーンツーリズム推進 

・キャンプスペースの整備 

・伊佐沼遊歩道の整備 

 

㊴ 都市住民と農業関係者との交流を促進します。また、農業及び観光に関す

る情報を発信します。 

・グリーンツーリズム推進協議会運営支援 

 

㊵ 市内観光関連施設、宿泊施設等との連携など、川越観光の広域化と滞在時

間の延長を図ります。 

・グリーンツーリズム推進協議会運営支援 

 

 



 

 52 

 
 

 
 

 

⑴ 計画の進行管理 

川越市農業振興計画改訂版の進行管理については、毎年度の事業の進行状

況や計画の指標等を整理・検証した上、川越市農業振興審議会において審議

を得て、次年度の事業推進に生かしていきます。 

 
⑵ 計画の指標 

計画の進行管理を図る指標を以下のとおり位置付けます。 
 
 

 
指標名称 現状 

目標 

(2027) 
基本方針 調査方法 

1 農業産出額 70.2億円 100億円 計画全体 

農林水産省

市町村別 

農業産出額 

2 
市（農業）ホームページ 

アクセス数 
41,217件 50,000件 ０ 農政課調べ 

3 
農産物販売額 1,000 万円以上の

経営体数 
103経営体 120経営体 １、２ 

農林業 

センサス 

4 
有機農業に取り組んでいる 

経営体作付面積 
5,876a 6,000ａ １、２ 

農林業 

センサス 

5 
特別栽培農産物に認定された 

作物数 
18件 30件 １、２ 農政課調べ 

6 農産物直売所の年間販売額 7.8億円 10億円 １、２、５ 農政課調べ 

7 サツマイモ栽培経営体数 36経営体 40経営体 ２ 
農林業 

センサス 

第５ 計画の進行管理と指標 
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 指標名称 現状 
目標 

(2027) 
基本方針 調査方法 

8 
おいしい川越農産物提供店  

認定店舗数 
14店舗 25店舗 ２ 

産業振興課 

調べ 

9 
いるま地域明日の農業担い手 

育成塾入塾生（5年間累計数） 
— 10人 ３ 農政課調べ 

10 １経営体当たりの経営耕地面積 159ａ 185ａ ３ 
農林業 

センサス 

11 担い手への農地の集積率 16.30% 42% ３、４ 農政課調べ 

12 

多面的機能を発揮する共同活動

の田における実施面積割合 

（カバー率） 

55% 60% ４ 農政課調べ 

13 農業を身近に感じる方の割合 61.40% 70% ５ 市民意識調査 

14 農業体験参加者数 4,422人 7,000人 ５ 農政課調べ 

 



参考資料【用語集】

用語 用語解説

卸売市場
卸売市場法に基づき、生鮮食料品等の卸売のために開設されている市場。県民
に生鮮食料品等を安定的に供給する役割を担っている。青果市場、水産物市
場、食肉市場、花き市場、これらの複数を扱う総合市場がある。

基幹的農業従事者
主として自営農業に従事した世帯員（農業就業人口）のうち、ふだん仕事として主
に自営農業に従事している者。

基幹的農業水利施設
農業用用排水の利用のために供される施設であって、その受益面積が１００ｈａ以
上のもの。

グリーン・ツーリズム
緑豊かな農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の
余暇活動。

蔵inガルテン川越

平成28年１月に策定した「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けの
ある８つのプロジェクトの一つで、農業ふれあいセンターを中心に、伊佐沼や田園
など周辺の自然的景観や農業とのふれあいをコンセプトとしたグリーンツーリズ
ムを推進するもの。

蔵inガルテン川越グ
リーンツーリズム推進
協議会

平成31年４月に設立した協議会。体験、食事、宿泊を柱とする川越のグリーン
ツーリズムの推進を通して地域振興を図り、川越の農業が将来に渡って継続し、
農地を残していくとともに、川越の観光の広域化と観光客の滞在時間の延長を目
的とする。川越市内の農業者、宿泊業者、飲食業者など、さまざまな関係者で構
成される。

経営耕地面積

調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地(畦畔を含む田、樹園地及び
畑)をいい、自ら所有し耕作している耕地(自作地)と、他から借りて耕作している耕
地(借入耕地)の合計である。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別
の面積とした。

埼玉型ほ場整備

耕地整理等で１０アール区画に整備された水田地域を対象として、畦畔除去によ
る区画拡大や既存道路の拡幅など、現況区画を最大限に生かしながら再ほ場整
備を行うこと。最低限の整備を行うことにより、事業費を抑えるとともに、事業期間
を短くすることができる。

三富地域
地林の落ち葉を堆肥として畑に還元する農法が継続されている川越市、所沢市、
狭山市、ふじみ野市、三芳町にまたがる野菜生産が盛んな畑作地帯。緑豊かで、
都市近郊の緑地空間としても貴重である。

持続可能な開発目標
（SDGｓ）

2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
にて記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17の
ゴール・169のターゲットから構成される。

市町村別農業産出額
生産農業所得統計（都道府県別推計）において推計した都道府県別農業産出額
を農林業センサス及び作物統計を用いて市町村別に按分して作成した統計。

集落営農 集落を単位として、生産工程の全部又は一部について共同で取り組む組織。
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参考資料【用語集】

用語 用語解説

新規就農者
新たに農業に従事する者のこと。埼玉県では、64 歳以下で新たに年間 150 日以
上農作業を行う者を新規就農者としている。

スマート農業
ロボット技術や情報通信技術（ICT）等を活用して、省力化・精密化や高品質生産
の実現等を推進している農業。

生産緑地地区

三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等について、公害または災害の防
止や、農業と調和した都市環境の保全等のため指定するもの。
生産緑地は、当初指定から30年を経過する前に「特定生産緑地」に指定される
と、買取申出ができる始期が10年延長され、その間、固定資産税や相続税等に
ついて、現在の生産緑地と同様の税優遇が受けられることになる。

多面的機能
土の保全や水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成など農林水産物
の供給以外の多面にわたる機能。

地域計画
人・農地プランを基礎として、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業
の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を
担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図などを明確化し、公表したもの。

地産地消 地域で生産された農林水産物を地域で消費しようとする取組。

デジタルトランスフォー
メーション（ＤＸ）

ＩCT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。農業分
野においては、デジタル技術を前提とした新たな農業への変革とともに、こうした
変革を推進するため、農業政策や行政内部の事務についても変革が推進されて
いる。

特別栽培農産物

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に準拠し、慣行基準（地域で慣行的に
行われている栽培に使用される節減対象農薬及び化学肥料の使用状況）に比べ
て、節減対象農薬（使用回数）と化学肥料（窒素成分量）の双方を５割以上削減し
て栽培された農産物。

担い手

狭義では、農業経営基盤強化促進法に基づき認定を受けた認定農業者、認定新
規就農者。また、経営所得安定対策ではこれらに集落営農を含み、さらに農地利
用集積では基本構想水準到達者も含む。広義では担い手となり得る対象として、
基幹的農業従事者又は主業経営体＋準主業経営体のこと。 一方、本計画にお
いて「多様な担い手」と表記する場合は、上記に該当するか否かにかかわらず、
農業を営む者を幅広く指し示している。

認定農業者

農業経営基盤強化促進法に基づき、経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業
経営改善計画を作成・申請し、①市町村の基本構想に照らして適切であり、②そ
の計画の達成される見込みが確実で、③農用地の効率的かつ総合的な利用を
図るために適切である、との基準に適合する農業者として、市町村等から認定を
受けた者。
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参考資料【用語集】

用語 用語解説

農業遺産

社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統
的な農林水産業と、 それに密接に関わって育まれた文化や農業生物多様性など
が相互に関連して一体となった、 将来に受け継がれるべき重要な農林水産業シ
ステムを認定する制度。

農業集落排水施設

農業用水の水質を保全し、農山村地域における生活環境を改善するため、生活
雑排水やし尿などの汚水を処理する施設。公共下水道計画区域外の農業振興
地域や集落を対象とし、数集落単位で効率的に整備を図る小規模分散の集合処
理方式をとっている。処理用水の農業用水としての再利用や、発生汚泥の農地
への還元など、地域リサイクルが可能という特徴を有している。

農業振興地域
都道府県知事が指定する、農業の振興を図ることが必要であると認められる地
域。

農地中間管理機構

農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約化
を図るために、各都道府県に一つ設置された農地の中間的受け皿となる組織。
埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社を農地中間管理機構に指定してい
る。

農地中間管理事業
農地中間管理機構が農地を貸したい人から農地を借り受け、農地を必要とする
人にまとまりのある形で転貸し、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める
担い手への農地の集積・集約化を進める事業。

農用地区域
市町村が指定する、農業振興地域において農用地等として利用すべき土地の区
域。

農林業センサス

我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農
林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の企画・
立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に、５年ご
とに行う調査。

人・農地プラン
高齢化や後継者不足、遊休農地の増加などの地域における人と農地の問題を解
決するために、市町村が地域の将来の担い手と農地利用のあり方を定めた計
画。

みどりの食料システム
戦略

農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築する戦略

遊休農地
現在、耕作されておらず、今後とも耕作されないと見込まれる農地。病害虫の発
生原因となるほか、農村景観を阻害するため、発生防止と解消・活用対策が早急
な課題となっている。

６次産業化
農業者が農産物の生産（１次産業）に加え、加工（２次産業）や流通・販売（３次産
業）にも主体的にかかわり、農業経営に新たな付加価値を生み出す取組。１次×
２次×３次＝６次。
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